
広
島
県
告
示
第
八
百
三
十
九
号 

 
広
島
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
条
例
第
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
統
計
調

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
五
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

調
査
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

広
島
県
（
株
式
会
社
成
研
に
委
託
し
て
実
施
） 

二 

調
査
の
名
称 

 
 

自
主
防
災
組
織
活
動
状
況
調
査 

三 

調
査
の
目
的 

県
内
の
自
主
防
災
組
織
の
活
動
状
況
を
把
握
し
、
県
と
市
町
が
連
携
し
て
、
地
域
の
防
災
活
動
の
支
援

内
容
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

四 

調
査
対
象
の
範
囲 

 
 

広
島
県
全
域 

五 

報
告
を
求
め
る
事
項 

 
 

自
主
防
災
組
織
の
組
織
概
要
、
区
域
の
災
害
リ
ス
ク
、
自
主
防
災
組
織
に
お
け
る
役
員
・
防
災
リ
ー
ダ

ー
等
、
自
主
防
災
組
織
の
活
動 

六 

報
告
を
求
め
る
事
項
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

 
 

令
和
六
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
ま
で 

七 

報
告
を
求
め
る
者 

 
 

広
島
県
内
の
全
自
主
防
災
組
織 

三
千
四
百
組
織 

八 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

 
 

郵
送
に
よ
り
調
査
票
を
配
布
。
郵
送
に
よ
り
回
答
を
回
収
。 

九 

報
告
を
求
め
る
期
間 

 

１ 

調
査
の
周
期 

 
 
 

不
定
期 

 

２ 

調
査
の
実
施
期
間
又
は
調
査
票
の
提
出
期
限 

 
 
 

令
和
六
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
ま
で 

 


